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頭書き Ｉ002 通院・在宅精神療法 注6

当該患者に対して、１回の処方において、３種
類以上の抗うつ薬又は３種類以上の抗精神病
薬を投与した場合であって、別に厚生労働大
臣が定める要件を満たさない場合、所定点数
の100分の50に相当する点数により算定する。

平成28年7月1日

頭書き Ｉ002-2 精神科継続外来支援・指導料 注5

当該患者に対して、１回の処方において、３種
類以上の抗うつ薬又は３種類以上の抗精神病
薬を投与した場合（注２に規定する場合を除
く。）であって、別に厚生労働大臣が定める要
件を満たさない場合、所定点数の100分の50に
相当する点数により算定する。

平成28年7月1日

頭書き Ｈ001 脳血管疾患等リハビリテーション料 注6

注１本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者（要介護被保険者等に限る。）に対し、そ
れぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初
に診断された日から60日を経過した後に、引き
続きリハビリテーションを実施する場合におい
て、過去３月以内にＨ００３－４に掲げる目標設
定等支援・管理料を算定していない場合には、
所定点数の100分の90に相当する点数により
算定する。

平成28年10月1日

頭書き Ｈ001-2 廃用症候群リハビリテーション料 注6

注１本文に規定する患者（要介護被保険者等
に限る。）に対し、それぞれ廃用症候群の診断
又は急性増悪から40日を経過した後に、引き
続きリハビリテーションを実施する場合におい
て、過去３月以内にＨ００３－４に掲げる目標設
定等支援・管理料を算定していない場合には、
所定点数の100分の90に相当する点数により
算定する。

平成28年10月1日

頭書き Ｈ002 運動器リハビリテーション料 注6

注１本文に規定する別に厚生労働大臣が定め
る患者（要介護被保険者等に限る。）に対し、そ
れぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初
に診断された日から、50日を経過した後に、引
き続きリハビリテーションを実施する場合にお
いて、過去３月以内にＨ００３－４に掲げる目標
設定等支援・管理料を算定していない場合に
は、所定点数の100分の90に相当する点数に
より算定する。

平成28年10月1日

頭書き C002
在宅時医学総合管理料
３　１及び２に掲げるもの以外の場
合

注８
３について、別に厚生労働大臣が定める基準
を満たさない場合には、それぞれ所定点数の
100分の80に相当する点数を算定する。

平成29年4月1日

頭書き C002-2
施設入居時等医学総合管理料
３　１及び２に掲げるもの以外の場
合

注８
３について、別に厚生労働大臣が定める基準
を満たさない場合には、それぞれ所定点数の
100分の80に相当する点数を算定する。

平成29年4月1日

頭書き B001-3-2 ニコチン依存症管理料 注１
ただし、別に厚生労働大臣が定める基準を満
たさない場合には、それぞれの所定点数の100
分の70に相当する点数により算定する。

平成29年7月1日

頭書き B008 薬剤管理指導料 1
救命救急入院料等を算定している患者に対し
て行う場合

平成28年9月30日

第4章1 Ａ103 精神病棟入院基本料
4
5

18対１入院基本料
20対１入院基本料

当分の間

第4章2 D003 糞便検査 9 キモトリプシン（糞便） 平成30年3月31日

第4章2 D004 穿刺液・採取液検査 1 酸度測定（胃液） 平成30年3月31日

第4章2 D004 穿刺液・採取液検査 9 乳酸デヒドロゲナーゼ（LD)半定量（膣分泌液） 平成30年3月31日

第4章2 D004 穿刺液・採取液検査 11
Ⅱ型プロコラーゲン－C－プロペプチド（コンド
ロカルシン）（関節液）

平成30年3月31日

第4章2 D006 出血・凝固検査 2 全血凝固時間 平成30年3月31日

第4章2 D006 出血・凝固検査 7 へパプラスチンテスト 平成30年3月31日
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第4章2 D006 出血・凝固検査 14 フィブリノゲン分解産物（FgDP) 平成30年3月31日

第4章2 D006 出血・凝固検査 35 フィブリノペプチド 平成30年3月31日

第4章2 Ｄ007 血液化学検査 1 膠質反応 平成30年3月31日

第4章2 Ｄ007 血液化学検査 50
CKアイソフォーム、プロリルヒドロキシラーゼ
（ＰＨ）

平成30年3月31日

第4章2 Ｄ007 血液化学検査 51 α－フェトプロテイン（AFP）定性（膣分泌液） 平成30年3月31日

第4章2 D009 腫瘍マーカー 9 ＣＡ50 平成30年3月31日

第4章2 D009 腫瘍マーカー 16
Ⅰ型プロコラーゲン－Ｃ－プロペプチド（ＰＩＣ
Ｐ）、ＳＰ1

平成30年3月31日

第4章2 D009 腫瘍マーカー 20 遊離型フコース（尿） 平成30年3月31日

第4章2 D009 腫瘍マーカー 22
ＣＡ130、ヒト絨毛性ゴナドトロピンβ分画コアフ
ラグメント（ＨＣＧβ－ＣＦ）（尿）

平成30年3月31日

第4章2 D009 腫瘍マーカー 23 膵癌胎児性抗原（ＰＯＡ） 平成30年3月31日

第4章2 D009 腫瘍マーカー 25 ＨＥＲ２蛋白（乳頭分泌液） 平成30年3月31日

第4章2 D012 感染症免疫学的検査 5 連鎖球菌多糖体抗体（ＡＳＰ）半定量 平成30年3月31日

第4章2 D012 感染症免疫学的検査 16
抗デオキシリボヌクレアーゼＢ（ＡＤＮaseＢ）半
定量

平成30年3月31日

第4章2 D012 感染症免疫学的検査 21 ノイラミニダーゼ定性 平成30年3月31日

第4章2 D012 感染症免疫学的検査 37 レプトスピラ抗体 平成30年3月31日

第4章2 D012 感染症免疫学的検査 46 ボレリア・ブルグドルフェリ抗体 平成30年3月31日

第4章2 D012 感染症免疫学的検査 49 ダニ特異ＩｇＧ抗体、Ｗｅｉｌ－Ｆｅｌｉｘ反応 平成30年3月31日

第4章2 D014 自己抗体検査 22 Ｃ₃ｄ結合免疫複合体 平成30年3月31日

第4章2 Ｄ023－2 その他の微生物学的検査 3 腸炎ビブリオ耐熱性溶血毒（ＴＤＨ）定性 平成30年3月31日

第4章3 A101 療養病棟入院基本料２ 注11

注１に規定する病棟以外の病棟であって、注１
に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基
準に適合しているものとして地方厚生局長等に
届け出ていた療養病棟入院基本料２を算定す
る病棟については、当該基準のうち別に厚生
労働大臣が定めるもののみに適合しなくなった
ものとして地方厚生局長等に届け出た場合（別
に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に
限る。）に限り、注２本文の規定にかかわらず、
当該病棟に入院している患者（第３節の特定入
院料を算定する患者を除く。）については、そ
れぞれの所定点数の100分の95に相当する点
数を算定する。

平成30年3月31日

第4章4 B001 特定疾患治療管理料 22
 がん性疼痛緩和指導管理料
２  １以外の場合

平成29年3月31日
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